
１．サ ー ビ ス 内 容

一人では外出することが困難な６５歳以上の在宅高齢者に対して、社会

福祉協議会所有の福祉車両で通院や買い物などの日常的な外出を支援し

ています。身体介助は行いません。 

２．利 用 対 象 者 （以下の要件をすべて満たす方） 

① 65歳以上で、在宅で生活されている方 

② 介護保険の要介護認定の要支援１・２、要介護１・２までの方 

③ 他の交通手段の利用が困難な方 

④ 利用会員として登録している方 

３．利 用 時 間

午前の利用   ９時３０分 ～ １１時３０分 

午後の利用  １３時３０分 ～ １６時３０分 

４．利用回数・料金    

月に 3回まで（※日曜、祝日及び年末年始は運休です） 

※土曜日の運行は戸畑区にある本部センターが行います。 

半日単位で１回  ５００円（15Km未満）   

１，０００円（15Km以上の場合） 

５．利 用 申 込 み 
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６．申込・問い合わせ先

八幡東区社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター

TEL：６６２－０９１１ 
八幡東区西丸山町２－１ 八幡東区社会福祉センター１階

利 用 案 内

さあ、

出かけましょう


